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前
回
は
、
国
民
的
な
ヒ
ー
ロ
ー

・
映

＝

画

『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
寅
さ
ん
か
ら

＝

「世
間
」
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
。

議

今
回
は
、
寅
さ
ん
の
暮
ら
し
た
庶
民
の

出

俗
世
間

（
シ
ャ
バ
）
と
は
隔
絶
さ
れ

た

「世
間
」
＝
刑
務
所
暮
ら
し
を
、
冤

罪
の
殺
人
犯
と
し
て
２９
年
間
も
強
い
ら

れ
た
桜
井
昌
司
さ
ん
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
考
え
る
。
桜
井
さ
ん
は
、
投
獄
さ
れ

固
有
の

「時
間

・
空
間
」
を
経
験
し
た

が
、
そ
の
環
境
の
も
と
、
自
ら
の
向
上

心
と
外
に
い
る
支
援
者
た
ち
の
行
動
に

支
え
ら
れ
、
つ
い
に
仮
釈
放
と
無
罪
判

決
を
勝
ち
取
っ
た
。
「人
間
」
＆
「世
間
」

の
局
面
も
見
て
取
れ
る
。

れ
て
い
な
い
」
と
し
て
再
審
議理
水
を
な

お
棄
却
し
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
９６
年

１１
月
、両
氏
は
獄
中
生
活
２９
年
を
経
て
、

仮
釈
放
で
千
葉
刑
務
所
を
出
所
す
る
。

２
０
０
１
年
１２
月
、
日
本
弁
護
士
連
合

会
の
支
援
で
第
２
次
再
審
請
求
。

０５
年

¨
〓
″

¨

参
考
文
献

¨
『
継
続

は
力
　
心

つ
な

い

で
』
（冤
罪

・
布
川
事
件

桜
井
昌
司
さ
ん

杉
山
卓
男
さ
ん
を
守
る
会
、
活
動
の
記
録

中Φ
『
〇
‘
，
一
〇
い
い
）

１
９
５
０
年
山
形
生
ま
れ
。

東
京
都
立
大
堕
卒
。
元
千
葉
大

大
学
院
工
学
研
究
科
准
教
授

（金
属
疲
労
専
攻
）
。
金
属
疲
労

の
研
究
の
ほ
か
、
他
分
野
の

テ
ー
マ
の
研
究
開
発
に
努
め
る

¨

と
と
も
に
日
本
各
地
の
地
域
お

¨

こ
し
活
動
に
従
事
す
る
。
ロ
ー

¨

カ
ル
鉄
道
と
地
元
の
酒
蔵
の
コ

¨

ラ
ボ
で
地
域
再
生
を
図
る
地
酒

¨

「鐵
の
道
」
の
製
造
ｏ販
売
を
企

一

画
、
す
で
に
１０
件
を
超
え
る
銘

¨

柄
を
送
り
出
し
て
い
る
。
一
般

¨

社
団
法
人
「洸
楓
座
」代
表
。
「全

¨

国
ふ
る
さ
と
大
使
連
絡
会
議
」
¨

理
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

る
。
ハ
ザ
マ
に
あ
る

「世
間
」
は
、
日

轟

本
人
の
暮
ら
し
や
判
断
に
良
く
も
悪
く

轟

も
関
わ
る
存
在
で
あ
る
。
今
回
は

「地

〓

元
力
」
と
は
少
し
離
れ
る
が
、広
く

「世

轟

間
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。　

　
　
　
¨̈
¨

＝
一　
」
「
ｈ
＝
轟
計
岸
■

りヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
強
い
」
と
救
済
に
乗
り

を
高
め
る
努
力
を
行
っ
た
。

８１
年
８
月

９
月
、水
戸
地
裁
土
浦
支
部
で

「自
白
」

出
¨

「
４
ロ
ノ

一圭
一高
４
¨
〕“
　
　
　

／

，

」
，

レ
　

出
し
、
同
年
１０
月
、
東
京

に
は
、
若
手
弁
護
士
が
中
心
と
な
り
布

が
客
観
的
状
況
と
矛
盾
す
る
と
再
審
開

¨̈̈
　

　

　

桜

井

さ

ん

の

場

合

高
裁
に
控
訴
。

７１
年
、
日

川
事
件
研
究
会
が
発
足
、

８３
年
１２
月
に

始
決
定
。

０９
年
１２
月
、
最
高
裁
で
検
察

器

（布
川
事
件
）
。
そ
の
犯
人
と
し
て
６７
年

月
、
東
京
高
裁
は
１
審
の
無
期
懲
役
を

轟

１０
月
、
警
察
が
別
件
逮
捕
し
た
の
が
、
支
持
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

議

桜
井
昌
司

（当
時
２０
歳
）
と
杉
山
卓
男

　

日
本
国
民
救
護
会
は
、

７４
年
１０
月
に

＝

（当
時
２１
歳
）
で
あ
っ
た
。
警
察
は
、
上
告
趣
意
書
を
最
高
裁
に
提
出
、

７５
年

器

そ
の
後
、
２
人
を
責
め
立
て
強
盗
殺
人

７
月
に
布
川
事
件
を
支
援
す
る
会
を
結

一一一

京
拘
置
所
か
ら
千
葉
刑

務
所
に
移
送
。
千
葉
刑

務
所
の
壁
の
中

へ
の
支

援
が
始
ま
り
、
２
人
も

そ
れ
に
応
え
自
分
た
ち

人
間
を
取
り
巻
く
〈四
つ
の
「間
」〉
に
つ
い
て

の
３

冤
罪
事
件
に
見
る
「人
間
」
と
「世
間
」

１
９
６
７
年
８
月
３０
日
の
朝
、
茨
城

本
国
民
救
護
会
の
支
援
で
、
２
人
も
獄

は
再
審
請
求
が
行
わ
れ
た
。　
　
　
　
　
の
特
別
抗
告
を
棄
却
、
再
審
が
開
始
さ

県
北
相
馬
郡
利
根
川
町
布
川
で

一
人
暮

中
か
ら
支
援
要
請
の
手
紙
を
１
万
通
以

　

事
件
か
ら
２０
年
余
、
千
葉
刑
務
所
に

れ
た
。
水
戸
地
裁
浦
和
支
部
で
１０
年
７

ら
し
の
老
人
が
自
宅
で
殺
害
さ
れ
た

上
手
書
き
し
発
送
し
た
。
が
、

７３
年
１２

て
１０
年
が
経
過
し
、
再
審
請
求
と
並
行

月
か
ら
１２
月
ま
で
６
回
の
再
審
公
判
が

を
強
要
誘
導
し
て

「自
白
」
さ
せ
た
。
成
、

７６
年
１
月
に
は
、
２
人
を
守
る
会

　

卦
曖

」
ア

＾
ヽ

生
懸

晨
虫
，
ｋ
ご

　

刑
務
所
も
世
間
で
あ
り
、
裁
判
所
や
裁

の
∧
人
財
∨
と
な

っ
た
。

２
人
は
、
第
１
審
の
裁
判
か
ら

一
貫
し

を
正
式
に
結
成
し
た
。

７７
年
に
は
公
正

　

河
〕

＝
い　
ヾ
　

‐い
一ロフ
い
Ｈ
一た

【
　

判
官
の
心
情
変
化
は
世
間
事
情
の
変
化

　

日
本
に
独
特
な

「世
間
」
は
、
個
人

て
無
実
を
主
張
し
た
が
、
矛
盾
や
変
転

な
裁
判
を
要
請
す
る
行
動
と
、
署
名
運

　

ン
４

，
ハ
　
／
１
ノ
ロ
ド
専
ノ
、
、
　

で
も
あ
る
。
最
も
重
要
な
影
響
は
、
刑

と
社
会
と
暮
ら
し
の
∧
狭
間
∨
に
あ

だ
ら
け
の
自
白
調
書
を
証
拠
と
し
て
、

７０
年
１０
月
６
日
、
水
戸
地
裁
浦
和
支
部

は
２
人
に
無
期
懲
役
を
宣
告
し
た
。
２

人
は
、
刑
務
所
か
ら
も
無
実
を
訴
え
、

日
本
弁
護
士
連
合
会
が

「冤
罪
の
疑
い

動
を
行
い
、
６
０
０
０
筆
の
署
名
と

２
５
０
名
の
法
学
者
の
要
望
書
を
裁
判

所
に
提
出
し
た
。最
高
裁
は
７８
年
７
月
、

上
告
を
棄
却
す
る
が
、
守
る
会
は
、
な

お
怯
ま
な
い
。

７８
年
８
月
、
２
人
は
東

冤
罪
収
監
は
国
家
権
力
者
の
正
義
の

乱
用
で
あ
り
誤
謬
に
起
因
し
て
い
る
。

獄
中
の
人
間

（個
人
）
で
は
冤
罪
呪
縛

を
解
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
社
会
の
人

間

（法
律
専
門
家
と
と
も
に
公
正
な
裁

判
を
求
め
る
支
援
者
）
の
存
在
が
重
要

な
カ
ギ
と
な
る
。
自
由
を
勝
ち
取
る
に

は
行
動
と
法
的
な
手
続
き
、
そ
し
て
時

間
を
要
す
る
。
な
お
か
つ
、
冷
た
い
空

間
で
修
練
す
る
こ
と
も
必
要
と
し
た
。

務
所
と
い
う
空
間
と
世
間
に
い
て
頑

張

っ
た
両
名
の
人
間
で
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
桜
井
さ
ん
は
、
書
を
読
み
、
詩
を

書
き
、
歌
を
歌
い
、
労
務
を
こ
な
し
、

手
紙
を
書
き
発
信
も
し
た
。

こ
の
空
間
に
拘
束
さ
れ
た
時
間
は
、

そ
の
後
の
彼
の
生
き
方
を
変
え
た
。
い

ま
桜
井
さ
ん
は
７５
歳
、
支
援
者
の
女
性

と
結
婚
し
、
冤
罪
の
な
い
社
会
の
実
現

を
目
指
し
、
自
分
の
人
生
を
見
直
し
活
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し
て
９０
年
７
月
、
千
葉
刑
務
所
に
仮

釈
放
を
要
請
し
た
。

９２
年
、
最
高
裁

は

「
自
白
の

一
部
に
は
疑
間
は
あ
る

が
、
自
白
全
体
に
は
信
用
性
は
損
な
わ
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行
わ
れ
、
つ
い
に
１１
年
５
月
２４
日
、
２

動
し
て
い
る

（杉
山
さ
ん
は
２
０
１
５

人
は
無
罪
判
決
を
勝
ち
取
る
。
事
件
か

年
に
他
界
）
。
桜
井
さ
ん
の
半
生
は
獄

ら
自
由
の
身
と
な
る
ま
で
に
、

４３
年
の

中
で
あ

っ
た
が
、
時
間
を
無
為
に
し
な

月
日
が
流
れ
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
い
よ
う
に
そ
の
空
間
を
自
分
の
世
界
と

し
た
。
結
果
、
彼
は
社
会
変
化
の
た
め


